
 

 

2015 年度一般研究助成 研究報告書  

 

刑事政策の課題としての児童虐待 

―警察の関与の観点から 

 

研究代表者 

東海大学大学院、実務法学研究科 

柑本美和 

 

共同研究者 

上智大学名誉教授 

  町野朔 

 

東北大学、法学研究科 

水野紀子 

 

東京経済大学、現代法学部 

橋爪幸代 

 

帝京科学大学医療科学部医療福祉学科 

和田一郎 

   

上智大学名誉教授 

岩瀬徹 

 

十文字学園大学、人間生活学部 

 栗原直樹 

 

  武蔵野大学、人間科学部 

小西聖子 

 

   藤田・戸田法律事務所 

藤田香織 

 

1. はじめに―日本の課題 

日本の児童虐待対策は、1947（昭和 22）年に成

立した「児童福祉法」によって行われてきた。そ

の仕組みは、都道府県の設置する児童相談所が被

虐待児童の保護と保護者の指導を行い、親の意思

に反して児童を保護（児童福祉法 28 条）する場合

には家庭裁判所の承認を必要とするという、行政

的措置中心で、例外的に司法の側面援助的機能に

期待するというものである。2000（平成 12）年に

「児童虐待の防止等に関する法律」（以下、児童虐

待防止法という）が成立し、その後、同法及び児

童福祉法の数次の改正によって、児童保護のため

の介入の強化、親の支援、臨検・捜索の制度導入、

地域ネットワークの整備等の措置がとられてき

たが、児童相談所が児童保護を実行し、司法関与・

警察関与をミニマムなものとして認める体制に

は大きな変更はない。 

しかし、増え続ける虐待の通告件数を前に、我

が国では、児童保護に関する児相相談所の広範な

裁量権に対して、刑事司法関与の必要性が強く求

められ、児童の保護のためには、より一層、警察

が積極的に関与すべきであるという主張が見ら

れるようになってきた。平成 22 年 6 月に発生し

た「大阪ネグレクト死」事件では、児童相談所が

虐待通報を受けていながら適時に児童を保護す
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ることができなかったが、児童保護の場面におい

て、警察も通告先とする必要性、児相と警察との

情報共有のあり方、警察の立入権の必要性などが

議論されるようになったのである。 

また、2016 年 3 月に日本小児科学会によって、 

虐待死の可能性がある 15 歳未満の子どもが、厚

生労働省集計の 3倍超の可能性があることが指摘

されたことにより、専門の検視制度を整備する等

して、死因究明をより一層図り、虐待・虐待死の

発見を促進する必要性が指摘されている。 

 その上で、虐待者に対しては、再虐待を防ぐた

めの指導の義務付け、適正な処罰が求められるこ

とになる。 

つまり、現在の我が国では、虐待の発見、被虐

待児の保護、虐待者への処罰に、刑事司法が積極

的な役割を果たすべきことを期待されているの

である。 

 以上のような問題意識から、本研究は、特に以

下の 4 点について重点的に検討を行った。 

（１）児童虐待に対する初動態勢の重要性に鑑み、

児童の安全確認・保護のために、法律上、あるい

は運用上、警察がどのような役割を果たすべきか

を明らかにする。 

（２）わが国では、児童虐待を専門とする医療関

係者によれば、数多くの虐待死が、事故死等とし

て処理されると言われる。医師による異状死体の

届出（医師法 21 条）、検察官・警察官による（代

行）検視（刑事訴訟法 229 条）に加え、児童死亡

審査を制度として組み込むべきか否かを明らか

にする。 

（３）児童保護手続きの過程において、虐待親に

対し、裁判所の命令として、行動変容プログラム

を受講させるべきか、その際の仕組みはどうすべ

きか、他方、刑事手続の俎上に上った加害者につ

いて、どのような処遇を講じるべきかを明らかに

する。 

（４）虐待の事後検証のあり方 

 現行制度の問題点を洗いだすための虐待によ

る死亡事例、重症事例の事後的検証について、何

が十分で何が不十分であるのかを明らかにする。 

2. 研究会の開催 

 本研究では、重点的に検討を行う項目に関して

は、各問題に最も精通した外部講師を招いて研究

会を開催し、現状の正確な把握、問題点の抽出に

努めた。研究会の記録は次の通りである。 

 

2015 年 10 月 4 日『警察における児童虐待への取

り組みの現状』警察庁生活安全局少年課課長補佐 

田中敏雄氏 

 

2016 年 4 月 16 日『養育行動の脳科学と虐待者へ

の治療的支援』 理化学研究所 脳科学総合研究

センター 親和性社会行動研究チーム チーム

リーダー 黒田公美先生 

 

2016 年 6 月 11 日『児童虐待対応の現状―児童相

談所常勤弁護士の立場から』名古屋市中央児童相

談所 常勤弁護士 橋本佳子先生 

 

2016 年 8 月 6 日『病院と児相・警察との連携およ

び子供の死亡検証について』 総合病院国保旭中

央病院小児科部長  仙田昌義先生 

 

 上記の他、日本弁護士会子どもの権利委員会に

所属し、厚生労働省社会保障審議会児童部会「新

たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員

会」の委員を務められた弁護士の方々に、国会で

審議されていた児童福祉法改正案・児童虐待防止

法改正案についてお話を伺い、現行の児童福祉法、

児童虐待防止法の問題点についての検討を行っ
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た。 

3. 国内実地調査の実施 

 児童虐待分野において刑事司法関与が積極的

に行われている香川県高松市、高知県高知市を訪

問し、その取り組みについて話を伺った。聞き取

り調査にご協力くださった方々には、お忙しい中、

こちらの質問に真摯にお答えくださり、本研究に

有益な示唆を多く頂いた。ここに記して感謝申し

上げる次第である。 

 

（高松市 2015 年 10 月 20-21 日） 

香川大学法学部        平野美紀教授 

広島高等検察庁〈現在〉    酒井邦彦検事長 

香川県子ども女性相談センター  岡悦子所長 

香川県子ども女性相談センター 増本一浩次長 

香川県西部子ども相談センター  

合田真知子 所長 

 

（高知市 2016 年 7 月 28-29 日） 

高知大学 副理事   藤本富一教育学部教授 

高知県中央児童相談所     福留利也所長 

高知県中央児童相談所  

川西高志市町村支援専門監 

高知県立希望が丘学園    國藤尚也学園長 

高知聖園天使園        谷本恭子園長 

高知聖園天使園  

畠山和香家庭支援専門相談員 

 

4. 海外実地調査の実施 

 2016 年 8 月 22 日から 26 日まで、2014 年に

「児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法」を制

定し児童虐待に対する刑事的対応の強化を行っ

た韓国を訪問し、インタビュー調査を行った。

本調査に関しては、視察先への依頼など全てに

わたり、李好均 (Ho Kyoon Lee) 前中央児童保

護専門機関長のお力をお借りした。李先生のご

人脈とご尽力がなければ、この視察は実現不可

能であった。ここに記して感謝の念を表した

い。また、趙晟容 (Sung-Yong Cho) 韓日法律

問題研究所所長には、翻訳等の労をとっていた

だいた。さらに、法務省大臣官房審議官（刑事

局担当）加藤俊治氏、那覇地検次席検事兼福岡

高検那覇支部検事 白井智之氏、在大韓民国日

本国大使館一等書記官 小池忠太氏にも韓国法

務部への仲介の労をとっていただいた。ここに

感謝申し上げる次第である。 

以下、本視察から得られた情報を元に研究者ら

がまとめた「韓国の児童虐待対応の現状」を報告

する。なお、多くの貴重な情報を得られたのは、

朴貞韶氏（梨花女子大学通訳翻訳大学院講師）の

正確かつ的確な通訳のお陰でもあったことを申

し添える。 

 

（視察日程） 

8 月 22 日 保健福祉部児童権利課 

韓国保健社会研究院 

8 月 23 日 中央児童保護専門機関 

  城北児童保護専門機関 

8 月 24 日 ソウル家庭法院 

  ソウル大学付属病院 

8 月 25 日 警察庁 

  地域児童センター中央支援団 

8 月 26 日 女性家族部家族政策課 

  法務部女性児童人権課 

 

（１）韓国の児童保護専門機関と日本の児童相談

所との比較から（栗原直樹） 

 

児童虐待に対応する第一線の児童福祉機関は
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日本では児童相談所であるが、韓国では全国に 57

ヶ所設置されている児童保護専門機関である。ソ

ウル市内の機関へのヒアリングから日本の児童

相談所（以下、児相）との差異を比較したい。 

韓国の児童相談所はかつて 6～7 か所設置され

ていたが、現在は公立が 2 か所である。ここは「相

談指導」のみで、日本の児相のような一時保護、

措置機能はない。他に民間の児童相談機関は多数

存在するが、最終的な施設入所、里親委託等は各

自治体による行政措置である。この業務は行政機

関から委託を受けた民間機関が運営する家庭委

託支援センターが行う（全国 16 か所）。 

 

ア. 法的根拠と児童虐待への取り組み 

韓国においては、1981 年制定の児童福祉法（以

下、児童法）おいて、児童虐待への対応を強化す

るために、2000 年改正で児童保護専門機関が設置

された。しかし、悲惨な事例が後を絶たないため、

2014 年に「児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法」

（以下、本視察報告においては特例法という）が

制定された。この特例法により児童虐待は犯罪で

あると国内に周知された。 

全国に 1 か所ある中央児童保護専門機関は、シ

ェルター（虐待のみに対応。一時保護と長期タイ

プがある。他に虐待以外の児童保護をする民間シ

ェルターもある）の設置運営、広報、職員の養成

研修、治療プログラム作成、全国の情報収集等を

行っている。各地域を管轄している児童保護専門

機関は警察（専門担当課）と常に連絡を取り合う

関係になっている。 

日本の虐待通告、相談を韓国では虐待申告とい

うが、法制定後、虐待申告先は統合され、「112 番」

（日本の 110 番に当たる）で警察が虐待申告窓口

になっている。児童虐待は犯罪であるので、警察

に申告をすることに関係者、住民の理解は進みつ

つあるという。 

 

イ. 設置主体と職員 

児童保護専門機関は、児相の「虐待対応専門機

能」に特化した機関といえる。申告後の調査、保

護の要否の判断、一時保護、及び虐待加害者、被

害者の相談、治療を行う。大きな特徴はすべて民

間の団体が、国の委託により運営していることで

ある。 

訪問した城北（ソング）児童保護専門機関は館

長以下 14 名（内非常勤 2 名）の職員がおり、事例

専門員（1 名）、調査（3 名）、事例管理（5 名）、

心理治療（4 名）となっている。管轄は地元のソ

ング区、トボング区で、児童人口は約 15 万 2000

人である。 

心理職員は大学で心理士の資格を取得した者、

ソーシャルワーカーは社会福祉士国家試験 1級取

得者で国の養成講習を受講した者である。社会福

祉士 1 級国家試験は年 1 回実施され、合格率 30％

前後である。2 年制、4 年制の社会福祉系大学を卒

業すると社会福祉士 2 級が取得できる。 

 

ウ. 機能と実際の状況 

（ア）申告受理、調査 

112 番申告を受けると、警察本部の受理センタ

ーは所轄署に通報する。児童保護専門機関の調査

は所轄署から連絡をうけ、所轄警察の専門担当者

と行うことが多い。緊急性が高い判断された場合

は、交番、パトカー対応がなされるが、いずれに

しても警察の児童虐待担当課に通告される。 

児童保護専門機関内では虐待か否か、緊急性の

程度はどうかについて、現場、事例専門員（館長

の補佐）、機関内会議の 3 段階で判断される。 

 

（イ）保護、その後の相談、教育 
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児童保護専門機関職員と警察の担当者が訪問

調査を行い、緊急性があれば児童の応急保護を行

う。これは日本の職権保護に相当する。 

この児童の応急保護（初期の 72 時間保護）は自

治体に通告し、警察に報告する。この間必要があ

れば検察官による臨時保護申請が裁判所に対し

て行われる。 

保護事件を受理した判事は虐待行為者に対す

る臨時措置のうち、相談及び教育委託を児童保護

機関に行うことができる。 

同様に判事は、審理の結果、保護処分が必要と

認められる場合、相談及び教育委託について児童

保護機関に行うことができるとされている。 

このように保護、相談及び教育指導の実施は司

法機関の決定によって行われることが、児童保護

専門機関と日本の児相と決定的に異なる点であ

る。 

ちなみに城北児童保護機関が受け付けた事例

は、2014 年度 197 件、2015 年度 264 件、2016 年

は 8 月段階で前年比 40％増である。 

 

（ウ）家庭支援サービス事業について 

【虐待行為者、児童への相談、及び治療内容】 

・家族間調整に「家族話し合い治療」を実施して

いる。週 1 回 8 回行う。まだ、２ケースだが、改

善に向かった。 

・家族キャンプ（１泊２日） 

・非加害の母親への集団治療プログラム 

・ネグレクトケースへの住居改善 

 

【心理職員の支援内容】 

2015 年度においては、次の支援を行っている。 

・心理検査 194 件 

・個別心理治療 148 件 

・集団治療 18 回 

・キャンプ 4 回 

・精神科診察 48 件 

【その他の事業】 

・ハイリスクケースの子ども自身への集

団教育ネットワーク事業（自治体ごとの

事例管理、会議等） 

・児童保護専門機関同士の会議 

・申告義務者や一般向けの教育活動 

・子どもの日のイベント活動 

・警察との定期的懇談会 

 

（エ）施設、里親について 

家庭委託支援センターが行っているが、子ども

を委託する場合、「親戚」「里親」「グループホーム」

「施設」の順で判断している。しかし、実際には

里親委託が非常に少ないという。被虐待児童への

対応が難しく、里親が消極的になっている傾向と

のことである。 

また、里親への費用（手当、生活費）は、子ど

も 1 人あたり月約 1 万円と医療費だけで、厳しい

状況であることも伸びない背景であろうといわ

れている。 

 

エ. まとめ 

以上のように、韓国の児童虐待対応と日本のそ

れとの差異は大きい。 

第一に、虐待申告の警察への窓口統合化、それ

に伴う警察との直接的な連携関係の強化である。 

第二に、児童保護専門機関が国から委託を受け

た専門の民間機関であることである。 

第三に、応急児童保護以後の教育、治療、相談

といった児童保護専門機関の業務が司法手続き

によって決定されることである。これは児童の権

利条約 19 条に謳われている司法関与の手続きに

沿った内容である。 
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顧みると、日本における家裁、地裁の関与（児

童福祉法 28条申請の審査、臨検、捜索の許可）は、

現場における実効性について相当の問題があり、

韓国の短期間のうちに保護、教育、相談について

効果的な体制がとられていることは評価すべき

であると思われる。 

 

（２）韓国の児童虐待対応の概観（和田一郎） 

 

ア. 児童虐待防止システムの改善 

韓国の児童虐待対応は、2000 年に改正された児

童福祉法をもとに 2014 年まで強化されてきたが

10)、その間、大きな 2 つの事件が発生した 11）。 

・夫の連れ子が嘘をつくという理由で暴行し、熱

湯をかけて子どもを死亡させた事件（2011年5月） 

・継母が 11 歳の女児を暴行して肋骨 16 本を骨折

して死亡した事件（2013 年 10 月）。 

このような事件などによって、児童虐待が社会

問題として認識され特例法が 2014 年 1 月 28 日に

公布され、同年 9 月 29 日に施行された。大きなシ

ステムの改善は、虐待の通告を「112」による警察

通報に統合し、虐待対応に刑事司法が関与できる

ようにした。これらにより、以下の 3 点において

韓国のシステムは改善された。 

 

(ア) 特例法における虐待の通告窓口 

特例法により、通告窓口はこれまでの複数の通

告窓口から、警察の犯罪受付 112 に統一された。

112 では、すべての犯罪を扱う指令センターがあ

り、そのセンターで虐待を受け付け、リスクアセ

スメントをおこなって、適切な部署へつなぐ。こ

のシステムの導入時においては、警察はすでに多

くの事件を扱っており、また、通告窓口業務につ

いては指令センターもあった。虐待の情報等のシ

ステムの追加変更以外に、それほど大きな変更や

業務量の増加はなかった。 

 

（イ）虐待に対応する機関 

112 の受付時に、虐待の重症度においてリスク

アセスメントを実施し、 

・緊急ケースについては派出所が緊急出動 

・通常ケースは指針では女性青少年捜査チームが

訪問 

・相談事業（育児不安など）は児童保護専門機関

に対応を依頼 

などの区分対応化を行っている。本来はすべての

ケースについて児童保護専門機関職員の同行が

望まれているが、人員不足により実現していない。 

女性青少年捜査チームの訪問後、子どもの保護、

親子分離、再統合、親へのプログラムの受講等が

行われることがあるが、これには司法（家庭裁判

所）が関与している。それらの実際の対応につい

ては、各地方の児童保護専門機関により実施され

ている。韓国でも特例法施行以前は、行政機関で

子どもの保護をしていたため、親が拒否した場合

は保護がしにくい、できない、という状況であっ

た。しかし今は司法が命令を出すため、そのよう

な問題はなくなったとのことである。 

 

（ウ）データ検証システム 

中央児童保護専門機関において、全国の地方の

児童保護専門機関 57 か所（公営 2 か所、民間 55

か所）の虐待データを収集している。それには虐

待の通告時からの時系列な流れ（訪問時間から、

各機関のかかわり、子どもや親の変化、プログラ

ムの受講日時等）を測定し、その分析や検証から、

さらなる職員の研修や、子どもや親への教育プロ

グラム、虐待対応のシステムのさらなる向上を検

討している。 
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イ. 韓国の虐待防止システムの課題とわが国へ

の示唆 

（ア）児童保護手続への司法関与について 

韓国は、1991 年 11 月 20 日に児童の権利条約を

批准した。また、大きな虐待死の事件が起こり、

特例法ができた。これにより、子どもの権利につ

いての改革が図られ、権利条約にあるように、子

どもの一時保護や家庭分離について司法が関与

することにになった。わが国も 1994 年 4 月 22 日

に条約を批准している。しかしながら、一時保護

や措置の決定には司法関与はなく、行政によりそ

の決定が行われている。そのため司法(例：警察官

による警察官職務執行法による立入等)に比べ、行

政はそのスピードが遅く（虐待における臨検のシ

ステム等）、また、児童相談所の職員は法的な根拠

が薄い中、ソーシャルワークの一環としてその決

定を実施している。子どもの福祉の向上に司法が

関与しないというのは子どもの権利条約の趣旨

ではない。しかしながら司法（特に家庭裁判所）

は高齢者の成年後見等の業務が多忙なため、おそ

らく子ども分野のこれら業務に対応できる人員

数を含めたシステムは整っていない。今後は家庭

裁判所で行うべき業務の検討、また職員の採用を

含めて検討する必要があると思われる。 

 

（イ）データによるアセスメントの実施 

韓国も、わが国のように大きな事件を契機とし

て法制度の改革が行われ、特例法の制定などが行

われた。しかし、韓国はその改革で終わらすだけ

でなく、さらなるシステムの向上を検討していた。

それは、児童虐待データの収集・分析、研修の充

実（オンライン、オフライン）、研修の効果測定、

プログラムなどの効果測定である。わが国で児童

虐待に特化した国立の研究機関はなく（一部、国

立成育医療センター、国立保健医療科学院、国立

武蔵野学院等で研究や研修を実施している）、こ

れら機関のそれら部門の拡大等によるデータ管

理部門の研究所が必要であると考えられる。 

 

（ウ）子どもを守る視点での警察の役割の重要性 

児童虐待に対応する児童保護専門機関は、ほと

んど民間団体への委託である。行政と異なり長く

勤められ専門性が高まる一方、給与は同様の施設

職員より低く、職員数も十分ではなく、公設であ

るべきという意見もある。そのような中、社会の

大きな要請により、警察が通告窓口となった。警

察はもともと広域に対応できる 24 時間体制の指

令センターがあり、児童虐待部分のシステム（通

告システムや研修・研修の費用等）の増加や、対

応職員（APO など）の増加は、児童福祉分野で莫

大な予算をかけるよりもより効率的で安全なシ

ステムを構築できる。また警察独自でも児童虐待

への対応を分析することにより、よりよい研修制

度を充実されている。 

わが国においても児童相談所が通告から対応、

フォローまですべて実施する体制と、韓国のよう

に通告を警察にした場合について、子どもの福祉

がどのように向上するのか検討する必要がある

と考えられる。また、警察官に児童相談（家庭相

談）の対応・援助方法システムを導入すること

（APO など）と、児童相談所職員に犯罪レベルの

司法対応をおこなうことについて、検討する必要

があろう。 

 

（エ）まとめ 

韓国では警察が通告窓口となり訪問も行う一

方、その訪問についての児童保護機関との連携に

ついては情報共有が進み、年々関係性が向上して

いるようである。わが国でもそれら関係性の向上

は最も重要であり、今後の政策進展を期待したい。 
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（３）韓国の児童虐待に対する警察の対応（柑本

美和） 

 

ア 2014 年特例法制定前後での児童虐待対応の違

い 

 特例法制定以前も、児童虐待行為は児童福祉法

上の「禁止行為」であり、違反に対しては罰則も

科されていた。しかし、警察は、それらは家庭内

の問題であるとして、犯罪として事件化させる取

り組みを行ってはこなかった。その意味で、2014

年の特例法で児童虐待行為が犯罪化されたこと

の意義は大きい。さらに、特例法で、児童虐待に

関する警察の業務領域が被害者の保護、支援、再

発予防にまで拡大され法的根拠も与えられたこ

とにより、子どもの保護も積極的に行うようにな

った。現在、警察は、児童虐待に対して児童保護

専門機関と似たような認識を持てるようになっ

た。 

 

イ 警察における虐待対応組織 

2016 年 3 月現在、警察庁の下に 17 地方警察庁

が置かれ、全国 248 の警察署を管轄している。各

警察署には、性暴力犯罪、DV、児童虐待、高齢者

虐待、学校内暴力を担当する「女性青少年捜査課」

が創設され、捜査だけでなく、被害者を保護し、

被害者の人権を守り、事後管理を行うといった業

務も行っている（全国で 2,600 名）。「女性青少年

捜査課」の創設は、虐待等の問題への対応には、

1 つの部署で保護も捜査も担当するという、捜査

課を超える機能が必要と考えられたためである。 

女性青少年捜査課の中には、さらに「女性青少年

係」（女性や青少年問題を管理し政策的な部分を

担当する課）が、その下に「女性青少年捜査チー

ム」（捜査を担当する課）が置かれている。これら

の部署に配属されているのは、虐待分野を専門に

担当する「虐待専門担当警察官」であり、固定的

にこの業務だけを担当できるようにしている。虐

待専門担当警察官は、家庭内で起こりうる全ての

虐待（高齢者虐待も）に対応可能である。さらに、

女性青少年係には、2016 年 2 月から、現場への出

動、子供の保護（事後管理）、児童保護専門機関と

の連携などを担当する APO(Anti abuse Police 

Officer 虐待捜査官)が配置されている（全国で 350

名）。  

 

ウ 警察の児童虐待への対応 

一本化された通告番号である「112」に通告電話

をかけると、警察犯罪申告センターがそれを受け、

担当部署に連絡を行う。警察庁の指針は、児童虐

待通告があった場合には、できる限り女性青少年

捜査チームが現場に出動するよう求めている。た

だ、実際には、まずは交番に出動の指令が行き、

同時に、女性青少年捜査チームにも指令がいくこ

とになる。先に現場に到着する交番警官が、虐待

行為を制止したり（特例法12条 1項 1号～2号）、

虐待者を逮捕するなどし、続いて到着する青少年

捜査チームが事後措置（子供の保護など、特例法

12 条 1 項 3～4 号）を行うなどの応急措置を講じ

る。それでも、児童虐待犯罪が再発するおそれが

あり、かつ緊急を要する場合には、警察は、裁判

所の決定を待たずに、職権で、虐待者の退去措置、

接近禁止措置、電話・メール等による接近禁止措

置を講じることが可能である（緊急臨時措置 特

例法 13 条 1 項、19 条 1 項 1～3 号）。 

児童保護専門機関と協力する場合、関係機関と

の連携が必要な場合には、APO も捜査官と共に出

動するよう要請されているが、APO は、24 時間体

制ではないので日中しか対応できない。但し、

APO は、前夜に発生した虐待についても、翌日に

は全て把握することとされている。そして、交番
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警官への教育は APO が行っている（初動捜査の

ときに漏らしてはいけない項目を記載した児童

虐待確認リストの配布とその研修等）。 

なお、警察が虐待通告を受けたら、原則として、

全てのケースを児童保護専門機関に連絡してい

るが、全ケースでの児童保護専門機関の現場同行

は人数不足のため難しいとのことであった。 

 

エ 子どもの保護への主体的な関与について 

 通告窓口を警察に一本化することや保護への

積極的な介入については、「児童虐待犯罪」への対

応を活性化させるために必要だという認識の方

が警察内部では強かったので、業務量が増えるこ

とへの拒否感はなかったそうである。その背景に

は、特例法で、児童虐待が犯罪として明確化され

たことが大きく影響し、犯罪であれば警察が動く

のが当然との意識改革がなされたからだという。 

 

（４）韓国における刑事司法上の指導・治療義務

付け制度（柑本美和） 

 

ア はじめに 

韓国では、特例法の制定により、軽微な事件か

ら重大な事件に至るまで、刑事司法手続きのあら

ゆる段階で教育・治療が行為者に対して義務付け

られるようになった。 

特例法の対象となる「児童虐待犯罪」とは保護

者による児童虐待を指し（特例法 2 条 1 項 4 号）、

保護者とは「親権者、後見人、児童を保護、養育

及び教育する者若しくはその義務を負う者又は

業務若しくは雇用等の関係により、事実上児童を

保護及び監督する者」をいう（特例法 2 条 2 号、

児童福祉法 3 条 3 号）。「保護者」には、親のみな

らず施設の先生やスポーツセンターの先生等も

含まれるが、中央児童保護専門機関の調査によれ

ば児童虐待加害者の約 81.8%は両親であり、指導

や治療等の対象の殆どは父母になるようである。 

 

イ 臨時措置による相談・教育委託、治療委託 

警察から児童虐待犯罪の送致を受けた検察官

は、児童虐待が再発するおそれがあると認める場

合、臨時措置として、裁判所に、児童虐待行為者

の児童保護専門機関等への相談・教育委託、医療

機関等への委託を請求することができ（特例法 14

条 1 項）、刑事手続き開始直後から、虐待行為者を

指導や治療につなげることが可能である。なお、

児童保護専門機関等への相談・教育委託、医療機

関等への委託の期間は 2 月を上限とするが、判事

が被害児童の保護のためその期間を延長する必

要があると認める場合には、1 回に限り延長が認

められる（特例法 19 条 4 項）。ソウル家庭法院（日

本の家庭裁判所にあたる）で伺ったところ、家庭

法院の非公式な統計によれば法施行後の 2014 年

9 月末から 2015 年 11 月までに、検察官の請求に

基づき、治療委託決定がなされたものが 5 件、相

談委託決定がなされたものが７件であるとのこ

とであった（この統計には、裁判所の職権で治療

相談委託決定を出した数は含まれていないが、そ

れも含めるともう少し数は増加するそうである）。

臨時措置による治療相談委託は、子どもの保護に

資することが明らかになってきており、ソウル家

庭法院では、裁判所の職権で、できるだけ臨時措

置による相談委託決定を出すようにしているそ

うである。なお、虐待行為者が決定を履行しない、

又は執行に従わない場合、判事は、職権により、

又は検察官、委託された機関の長の請求等により、

臨時措置を変更することができる（特例法 22 条 2

項）。 

 これと並行して、検察官は、当該事件を条件付

き起訴猶予処分とするか、裁判所に保護事件とし
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て送致するか、公訴提起するかの判断を行わなけ

ればならない（犯罪の嫌疑が全くないような場合

には、単純な不起訴処分にすることもありうる）。

検察官は、この処分決定のために、必要と認める

場合には、保護観察所の長に、児童虐待行為者の

経歴、生活環境及び養育能力その他必要な事項に

関する調査を要求することができる（特例法 25 条

1 項）。検察官としては、その調査結果を参考にし

て、被害児童の保護、虐待加害者の強化改善に適

した決定をするようにしているとのことである

が、どの程度まで調査結果を参考にするのかとい

った明確な規定は定められていない。 

 

ウ 条件付き起訴猶予処分による相談、治療、教

育の義務付け 

検察官は、条件付き起訴猶予処分制度により、

訴追に至らない事件についても教育・治療を義務

付けられるようになっている（特例法 26 条。条件

付き起訴猶予制度の系譜については、今出報告を

参照のこと）。法務部で伺ったところによれば、条

件付き起訴猶予処分とされるのは、検事の裁量で、

再発の可能性が高くないと判断される場合、又は、

児童虐待問題は家族機能を回復させることも重

要なので、元の家族機能をとりもどせると判断し

た場合に限られ、重大な犯罪は、起訴猶予にはし

ないとのことであった。中央児童保護専門機関で

伺ったところによれば、条件としては、児童保護

専門機関で 20 時間の教育プログラム・指導を受

けることが一般的だそうである。教育・治療条件

の賦課に際し、検察官の段階で虐待行為者の同意

を必要とするわけではないようであるが、教育指

導を委託された機関においては、欠席３回すると

法的措置を講じる旨が記載された同意書に署名

してもらうとのことであった。（詳しくは、森田報

告を参照のこと）。 

法務部で伺ったところによれば、教育・治療機

関の長が、対象者が所在不明、出席に応じない、

不誠実に臨んでいるなどの理由で教育等の実施

は困難と判断すれば、管轄の検察庁に連絡し、連

絡を受けた担当検事は、特別な事情がない限り、

公訴を提起し、あるいは児童保護事件として家裁

に送致しなければならないとのことである。統計

についてはは、まだ集計がなされていないそうで

把握できていないとのことだった。 

 

エ 保護処分による相談、治療委宅 

検察官は、児童虐待犯罪について、公訴を提起

せず、児童保護事件として保護処分を求めて裁判

所に送致することも可能であり（特例法 27 条、28

条 1 項）、裁判所は、保護処分として、医療機関へ

の治療委託、児童保護専門機関又は相談所等への

相談の委託処分を命じうる（特例法 36 条 1 項 7

号、8 号）。保護処分の期間は 1 年を限度とするが

（特例法 37 条）、裁判所の職権で、あるいは検察

官、受託機関の長等の請求により、1 年を限度に

延長することができる（特例法 40 条）。 

ソウル家庭法院の非公式な統計によれば法施

行後の 2014 年 9 月末から 2015 年 11 月までに、

保護処分として相談委託決定がなされ件数は 40

件、治療委託決定は 11 件であった。そして、相談

委託先の 95％を児童保護専門機関が占めるとの

ことであった。家庭裁判所で伺ったところによれ

ば、相談・治療命令が家庭裁判所で言い渡される

のは、これまで児童保護専門機関が働きかけても

受け入れてこなかったような人が多いとのこと

であった。 

送致を受けた裁判所は、保護処分の決定を行う

か、あるいは、  

１ 保護処分をすることができず、又はする

必要がないと認める場合 
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 ２ 事件の性質・動機及び結果、家庭暴力行

為者の性行、習癖等に照らし、家庭保護事件とし

て処理することが適当でないと認める場合 

には、処分をしない旨の決定をしなければならな

い（特例法 44 条による家庭暴力犯罪処罰特例法

37 条の準用）。そして、保護処分をすることがで

きず、又はする必要がないとして不処分の決定が

行われた場合、それが確定すれば、その児童虐待

行為者に対して同一の犯罪事実により再び公訴

を提起することはできなくなる（特例法 33 条。法

務部での説明によれば、「保護処分が確定した場

合」には不処分決定の確定も含まれるとのことで

あった。他方、家庭裁判所が、家庭保護事件とし

て処理することが適当でないと認めて処分なし

の決定を行った場合には、検察官が送致した事件

である場合は、管轄裁判所に対応する検察庁の検

察官に送致し、裁判所が送致した事件であれば裁

判所に送致することになる（特例法 44 条による

家庭暴力犯罪処罰特例法 37 条の準用）。 

保護処分の執行は、受託機関が執行調査を行い、

履行状況の報告書を裁判所に提出し（特例法 39

条）、それを家庭裁判所の調査官がまとめ判事に

提出することによって行われる。 

保護処分の決定を履行しない又は執行に従わ

ない者については、裁判所は、職権または検察官

等の請求により、その保護処分を取り消し、検察

官から送致された事件である場合には検察官に

送致しなければならない（特例法 41 条 1 号）。法

務部で伺ったところによれば、検察官に送致され

た場合には、特別な事由が無い限り起訴されるこ

とになる。さらに、正当な事由なく、これらの処

分に従わない場合には、過料も課されうる（特例

法 63 条 1 項 4 号。法務部で伺ったところによれ

ば、相談・治療命令違反への制裁が、罰金ではな

く過料という行政罰の賦課にとどまっているの

は、受講命令に違反したことによって被害児童に

直接的な危害が発生するわけではないと考えら

れたためだという）。なお、公訴が提起された事件

であっても、審理の結果、裁判所が保護処分を命

ずることが適当と思えば、決定により、管轄裁判

所に事件を送致することができる（特例法 29条）。 

 

オ 有罪判決への教育・治療プログラムの併科 

事件が起訴された場合、裁判所は、有罪判決の

言い渡しの際に、次のようにして 200 時間の範囲

内で再犯予防に必要な受講命令又は児童虐待治

療プログラムの履修命令（以下、履修命令という）

を併科することができる（特例法 8 条 1 項）。な

お、具体的なプログラムの内容については、森田

ゆり報告を参照されたい。 

裁判所は、児童虐待行為者に対して執行猶予付

有罪判決を言い渡す場合には、再犯予防に必要な

受講命令を併科し、罰金刑又は実刑を言い渡す場

合には履修命令を併科する（特例法 8 条 2 項）。執

行猶予付有罪判決を言い渡す場合には、受講命令

以外に、保護観察又は社会奉仕のうちいずれか１

以上の処分を併科することができる（特例法 8 条

3 項）。 

受講命令・履修命令の執行は、執行猶予付有罪

判決、罰金刑と併科された場合には保護観察所の

長が、懲役刑と併科された場合には矯正施設の長

が行う（特例法 8 条 5 項）。履修命令を科された行

為者が、保護観察所の長、矯正施設の長などによ

る履行命令の指示に応じず、警告を受けたにもか

かわらず、再度、正当な理由なくして、履修命令

の履行に関する指示に応じなかった場合、行為者

が、罰金刑と併科されていれば 500 万ウォン以下

の罰金、行為者が、懲役刑の実刑と併科されてい

れば、1 年以下の懲役、または 500 万ウォン以下

の罰金刑に処されうる（特例法 59 条 3 項）。 
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（５）韓国・児童虐待処罰特例法における児童虐

待行為者に対する保護処分とその実効性確保の

方法（研究協力者 今出和利 國學院大學栃木短

期大学非常勤講師） 

 

児童虐待への対応として、虐待を受けた子を親

から引き離し保護することに加え、虐待を行った

親に対して、子への接し方や生活環境の改善等の

教育・指導を行うことは、「親子の再統合」の促進

の視点からも非常に重要であるといえる。 

日本と同様に、深刻な児童虐待事案の増加に悩

む韓国では、2014年 9月、従来まで児童虐待に対

応してきた「児童福祉法」（1981 年制定）に加え

て、児童虐待を「犯罪」として捉える特例法が施

行された 10) 12) 13) 15)。 

虐待行為者に対する罰則強化及び被害児童の

積極的な保護がこの法律の眼目であるが、もう一

つの特色が、虐待対応手続の各段階で、虐待行為

者に対する相談（カウンセリング）や教育等の措

置を用意した点である。例えば、裁判官が調査・

審理等のため必要と認める場合及び検察官、司法

警察官等が児童虐待犯罪の再発のおそれありと

して裁判所に請求した場合、裁判官は虐待行為者

に対する臨時措置として、児童保護専門機関等へ

の相談及び教育委託、医療機関等への委託ができ

る（19条 1項柱書・5号・6号、14条 1項）とし、

さらに虐待行為者に対する「刑事処分」とは別に

「保護処分」を設けることで、虐待行為者に対し

ては、保護処分を通じて相談や教育・治療等を、

強制力をもって受けさせることができるように

なった。そして、どちらの処分を求め手続を採る

かの裁量は、検察官に委ねられたことも大きな特

徴といえる。 

このように韓国では、虐待行為者に対する刑事

処分を用意した上で保護処分をも設けることで、

後者の実効性を確保しているのである。 

これらの仕組みは、韓国において今回新たに発

想されたものではなく、配偶者間暴力を含むあら

ゆる家庭内での暴力に対処することを目的とし

た「家庭暴力犯罪の処罰等に関する特例法」（以下、

本報告書においては、家庭暴力処罰特例法という）

においても、検察官先議、条件付起訴猶予、加害

者に対する保護処分とそれを通じた相談や教育・

治療等の措置、そして加害者が措置に従わない場

合には刑事手続へ移行する、といった同様の仕組

みが既に構築されている 1) 2) 3)。 

さらに、こういった仕組みの系譜をたどるなら

ば、日本統治下の「朝鮮少年令」（1942年）を前身

とし、1958年に制定された「少年法」まで遡るこ

ととなる。 

すなわち、非行少年を刑事手続又は保護手続の

どちらに付すかの先議権を検察官に委ね、後者を

選択した場合には、当該少年は、家庭法院にて調

査・審理の後、保護者等への監護委託、受講命令、

社会奉仕命令、保護観察、児童福祉施設等への監

護委託、病院等への委託、少年院送致といった保

護処分が科せられる（韓国少年法 32条 1項）と定

められている。さらに、検察官には、当該少年及

びその親権者等の同意を得たうえで、犯罪予防自

願奉仕委員の善導又は少年の善導・教育と関連す

る団体・施設での相談・教育・活動等を受けさせ

ることを条件に、公訴を提起しないことができる

「条件附起訴猶予」（同法 49 条の 3）の裁量が委

ねられている。この制度は、1978年に光州の地方

検察庁において考案され、1981年からは全検察庁

で運用として実施されてきた「善導条件附起訴猶

予制度」につき、2007年の法改正によって法制度

化されたものである 4) 6)。 

以上、概観してきた様に、特例法における「児

童虐待行為者に対する保護処分」は、既に、「少年
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法」及び「家庭暴力処罰特例法」で施行されてき

た検察官先議を始めとした諸手続の特色を採り

入れて成立したものである。もっとも、特例法に

おける保護処分は、施行から未だ２年程度しか経

過しておらず、その効果の検証にはもう少し月日

を要することになろう。 

ただ、虐待行為者への教育・指導の実効性を求

め、例えば、裁判所が直接行為者に対して行政機

関の指導に従うことを義務付ける「裁判所命令」

14)や、検察官による行為者の「立ち直りの可能性」

をも考慮した起訴判断等が提案されている日本

において、上記の韓国における取組みには、参考

とすべきものが多く含まれているものと考えら

れる。 

 

（６）韓国における児童虐待の受講命令制度の実

際と日本法制度への提言（研究協力者 森田ゆり 

エンパワーメントセンター主宰） 

 

日本には、虐待行為者へ回復更生プログラムの受

講を命令する法制度は、児童虐待においても配偶者

への暴力においても存在していない。そのため特に

児童虐待においては、虐待する親から子どもを保護

しても、親が回復更生しないため家族再統合が困難

で、親との関係修復がないまま成人してしまう被虐

待児が後を絶たない。このことが保護された子ども

の人格形成、精神的安定、成人後の社会への適応に

及ぼす多大な影響が懸念されている。子どもの最善

の福利を保障することが児童福祉の目的であること

を鑑みるとき、親の回復プログラム受講命令制度が

ない日本の法整備の重大な欠陥を改めて検証してほ

しい。 

韓国では 1997 年制定の家庭暴力犯罪処罰特例法

における保護処分の中に裁判所による更生プログラ

ム受講命令が定められているが、2000 年の改正児童

福祉法では、虐待加害者に対する教育や治療プログ

ラムを義務付ける条項はなかった。しかし、2014 年

9 月に施行された特例法によって、刑事司法手続き

の各段階で対し、これらの処分を可能にする条項が

新設された。 

日本における親の回復教育プログラム受講を裁判

所が直接に命令する制度を作る論議に資するために、

韓国の特例法におけるプログラム受講命令制度の実

際を概観した。法制度の詳細については、『韓国にお

ける刑事司法上の指導・治療義務付け制度』を参照

されたい。 

 

ア 回復更生プログラムの内容 

児童虐待者治療プログラムは、法務部女性児童人

権課が外注研究を行うことで 2015 年に教育コンテ

ンツを開発した。この児童虐待治療プログラムを活

用している。保護観察所では教育担当者が独自に開

発したプログラムを 2016 年から活用している。こ

れと共に、女性児童人権課のプログラムも使用して

いる。 

 

＜法務部女性児童人権課の児童虐待治療プログラム

の具体的な内容＞ 

 ・中央児童保護専門機関がプログラムを作成した。 

・プログラム実施は、各地の児童保護専門機関が担

っている。 

・教育時間 100 時間  

・内容は、意思疎通、ストレス管理、怒りのコント

ロール、家族関係問題、子育てスキル、対人関係の

回復、美術・音楽治療など 

・履修命令 100 時間以上の対象者の場合には、個別

相談など、追加の繰り返し教育を行う。 

・このプログラムは、条件付き起訴猶予者、有罪判

決を言い渡された者に対して用いられている。 
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＜保護観察所が独自に開発したプログラム＞ 

・児童虐待犯罪者受講命令会期別のプログラム 

・マニュアルは似たようなテーマの 4 つのモジュー

ルで構成されている。 

・モジュール別の細部のテーマを、順番を問わず担

当者の必要によって様々な教育ができるよう組み合

わせている。 

モジュール 1 から 4 

1 外観：法令の理解なども含めた 8 つのテーマ 

2 児童虐待の診断及び相談：家族関係を理解する 6

つのテーマ 

3 健康な保護者の役割についての勉強：子どもの発

達状態の理解を含めた６つのテーマ 

4 再発防止計画をたてる：暴力の周期、一時的な中

断法など６つのテーマ 

 

・家庭裁判所での説明によると、保護処分決定のた

めの審判においては、虐待した親に、家庭裁判所内

の法院行政所登録された 200~300 時間の回復プロ

グラムを受講することが提案される。 

・グループではなく 1 対 1 で相談指導を実施。 

・臨時措置の場合には、1 回 50 分で、週 1-2 回、1

－2 か月間受講する。 

・条件付き執行猶予の場合には 20 時間の相談。な

お、条件付き起訴猶予では、相談プログラムは児童

保護専門機関の長、教育プログラムは保護観察所長、

治療プログラムは治療機関の長が執行を担当してい

る。 

・保護処分の場合には、60-80 時間の教育 

裁判所が受講同意書を書かせる。3 回以上の欠席は

認めない。報告書の提出を求める。 

 

・韓国では 2014 年の特例法制定以前から法的強制

力はないものの、政府が虐待行為者の回復プログラ

ムを開発し提供してきた。 

「保健福祉部は 2003 年に『児童虐待行為者の治療

プログラム』を開発。その内容は、 

児童発達に対する理解、虐待行為者としての私の理

解、児童略体に対する理解、虐待行為者としての責

任感の認識、私を取り扱う技術、子女を取り扱う技

術などの主題で構成されている。 

さらに 2009 年に『児童虐待行為者の特性別の治療

プログラム』を開発し、中央児童保護専門機関で全

国の相談員を対象としてプログラムの研修を実施し

てきた。その内容は、多様な虐待行為者の特性に合

わせて介入するため『アルコール・薬物の乱用行為

者の治療プログラム』『児童性的虐待行為者プログラ

ム』及び『父母集団相談プログラム』がある。」9) 

 

イ 性暴力関連 2 法と家庭暴力関連 2 法の影響 

韓国の児童虐待に対応する法整備は、2000 年の児

童福祉法改正によって始まった。しかしそれ以前の

1990 年代に女性の人権運動の高まりとその成果に

よって性暴力特別法と家庭暴力関連 2 法が成立して

いることは日本の児童虐待対応の法制度化の流れと

は大きく異なる点である。 

1994 年に成立した性暴力犯罪の処罰及び被害者

保護などに関する法律（以下、「性暴力特別法」とい

う）は後に、性暴力関連 2 法すなわち、性暴力犯罪

の処罰等に関する特例法と性暴力防止及び被害者保

護等に関する法律に発展的に解消した。1997 年に成

立した家庭暴力関連 2 法、すなわち家庭暴力犯罪処

罰特例法と家庭暴力防止及び被害者保護に関する法

律（以下、「家庭暴力被害者保護法」という）がすで

に児童虐待ケースの一部に適応されていた。 

性的虐待被害児童は、性暴力被害者保護法が定め

る性暴力統合支援センターと性暴力専門担当医療機

関による保護支援を 1990 年代から受けてきた。こ

のような性的被害に特化した保護支援策は、日本で

は今日でも法制化に至らず、高度な専門性を必要と
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する性虐待被害児童とその家族への回復支援は限ら

れた民間活動に頼らざるを得ない状況が続いている

6)。 

 家庭暴力犯罪処罰特例法では保護処分として接近

禁止等のほかに、児童虐待に適用できるものとして

「家庭暴力行為者が親権者である場合の被害者に対

する親権行使の制限」条項や「加害者更生プログラ

ムの受講命令」条項が定められている。特例法の制

定以前は教育プログラム受講には強制力がなかった

が、家庭暴力犯罪処罰特例法のもとでは、DV を伴

う児童虐待行為者には、更生プログラムの受講を刑

事司法手続きによって強制提供することが可能であ

った。 

 親権行使制限に関しても、「家庭暴力犯罪処罰特例

法の被害者保護命令等において親権行使の制限が認

められている。また児童・青少年性保護特別法では、

親権者等による児童に対する性犯罪事件の担当検事

は親権喪失宣告等の請求をしなければならないと規

定されている」8)。  

 2014 年制定の特例法では児童虐待行為者への臨

時措置（第 19 条）及び保護処分（第 36 条）が規定

され、その中で検察、裁判所による回復更生プログ

ラムの受講命令が制度化された。その背景には、家

庭暴力犯罪処罰特例法の裁判所受講命令制度が児童

虐待ケースにおいて補完適役割を果たしてきた歴史

があることは特筆に値する。 

 

ウ 虐待予防・啓発のための親教育プログラム 

・啓発としての学校での教育 

児童福祉法のもと、2004 年から以下の 5 大教育

を毎年実施することが義務付けられている   

・性暴力及び児童虐待予防教育 

・失踪誘拐防止教育 

 ・薬物乱用防止教育 

 ・災害退避教育 

 ・交通安全教育 

・虐待予防としての親教育は 2005 年の健康家庭支

援法に基づいて、全国 151 か所に設置されている健

康家庭支援センターで実施されており、受講は強制

ではないが年間 50 万人が教育を受けている。 

・2016 年 5 月に 親教育活性化対策が出され、女性

家族部がその統括を担っている。ライフサイクルに

見合う親教育を生涯にわたって受講できるようにす

る。すなわち、結婚前（中学、高校、大学、兵役中

を含む）妊娠・主産期、乳幼児育て期、学齢の子育

て期とそれぞれの時期に受講する。受講は強制する

ものではないが、利用者の統計は出している。 

・ソウル家庭法院は 2016 年 5 月から離婚を控えた

親を対象に、児童虐待予防教育受講の義務化を実施

し始めた。協議離婚、訴訟を経た離婚どちらも対象

になる。この教育を受講していないと離婚が受け付

けてもらえない。 

 

エ 日本の法制度への提言 

日本では児童福祉法 26 条、27 条において虐待行

為者に対して児童福祉司による指導が定められてい

る。指導を受けない者に対しては、都道府県知事の

名で指導を受けるよう勧告できるほか、指導勧告に

従わない場合は一時保護や強制入所等の必要措置を

とることもできる。しかしそれでも指導に従わず、

回復プログラム受講を勧められても受けようとしな

い者が少なくない。ケースワーカーがひとりひとり

丁寧にプログラム受講へとつなげる努力をしている

が、法的制約のない中では、最終的には本人の意志

にゆだねられる。本人に参加したい気持ちがあって

もそれを最優先するには至らない場合がしばしばで

ある。虐待の介入執行機関である児童相談所への反

感や敵意が強い親の場合は、面接することすらでき

ない。裁判所が直接親に対面してプログラム受講を

義務付ける法的整備が不可欠である。 
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（ア）家族再統合のための裁判所関与 3 点セット 

「現行法では、児童福祉法 28 条によって親子分離

を親の同意なしにできるが、分離以降に裁判所が直

接関わる法はない。親の回復プログラム受講命令、

親子再統合にいたるまでを、裁判所が直接親に審判

を下す法制化の必要性を 2000 年の児童虐待防止法

制定前の国会論議の時から主張してきたが、2004 年、

2007 年の改正においても実現せず、3 年後の見直し

条項にも登っていないことを極めて残念に思う。 

 

＜親による重篤な虐待を受けている子どもの一部

監護権を一時的に国または地方自治体があずかる・

すなわち親子分離措置＞＋ 

＜虐待している親に回復ケア受講命令を出す・すな

わち親子の関係修復＞＋ 

＜家族再統合の基準を設定し判断する・すなわち措

置解除の基準と判定＞ 

 

筆者はこれを家族再統合に不可欠な司法関与の 3

点セットと呼んでいるが、この 3 つがバラバラにで

はなく、一連のシステムとして制度化される必要が

ある。家庭裁判所の迅速な審判で行うこのシステム

は、被虐待児の救出のみならず、その後の被虐待児

へのケア、親の回復更生を実現するために不可欠で

ある。こうした判定は一行政機関である児童相談所

がしても効力を持ち得ず、裁判所が迅速に判断しな

ければならない事柄で、児童相談所はその判断結果

をコーディネート、モニター、フォローする役割を

果たす。 

裁判所の関与によるこのシステムがないというこ

とは、現場でのさまざまな試みと努力を積み重ねて

いく土台と柱がないことに等しい。虐待している親

への回復更生支援がないことが指摘されて久しいが、

その理由のひとつは、司法が関与する法的枠組みが

ないため援助に拒否的な虐待をする親にケアを受け

ることを義務付けられないことである。 

法律という柱がしっかり立っていない家の部屋の

中で行われている現場の懸命な努力は、10 年後、20

年後に引き継いでいかれる経験の積み上げにならな

い。当然司法が判断を下すべき親権に関わる重大要

件を、一行政機関である児童相談所が判断し執行す

ることを押し付けているのが日本の児童福祉の法制

度ではないのだろうか。（中略）しわよせは子どもに

来ている。なぜいつまでも家庭から離れて暮らさな

ければならないのか。保護者はいつ迎えに来るのか。

全く分からない宙ぶらりん状態が続く。この見捨て

られ感と不安定感は深く子どもの心を蝕み、大人・

社会への不信感を強め、ときにはためし行動や攻撃

的行動をもたらし、彼らの自立を妨げている。」5) 

 

韓国の児童虐待処罰法は刑法の特例法として設計

されたが、日本では児童福祉法の改正で受講命令を

出すことは十分可能なのではないか。社会保障審議

会の「保護者指導に対する家庭裁判所の関与の在り

方」の平成 23 年 1 月報告概要には、「裁判所が保護

者に直接勧告することは、行政作用を裁判所が行う

ことになり司法の役割を超え、法制的に難しい」と

の意見が記載されている。しかし、裁判所は児童福

祉法 28 条をもって親権者の意向に反して子の施設

入所を決定してきたのであるから、同じように回復

支援プログラム受講命令の発令をし、その執行は児

童相談所が担うという法制度設計は難しくはないの

ではないか。論議のさらなる展開を期待する。 
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5. 重点検討項目に対する考察 

 以下では、文献調査、国内調査、韓国調査など

から得られた知見をもとに、冒頭に掲げた 4 つの

重点検討項目について考察を行う。 

 

（１）望ましい児童虐待通告制度のあり方－警察

関与の観点から（柑本美和） 

 

ア はじめに 

 我が国の「児童虐待の防止等に関する法律」（以

下、児童虐待防止法という）は、「児童虐待を受け

たと思われる児童を発見した者」に、速やかに市

町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児

童相談所に通告しなければならない義務を課し

ている（6 条）。「児童福祉法の一部を改正する法

律」（平成 16 年法律第 153 号）により、市町村が

通告先とされたことで現在の体制となった。国民

は、いずれの機関に通告してもよく、児童委員を

介して通告行うことも可能である。福祉事務所は、

児童相談所と比べてより住民に身近な機関と考

えられ、住民の円滑な通告を期したために通告先

となり、より一層の通告を促すために住民に身近

な存在としての市町村も通告先とされた。 

 我が国では、児童福祉法上、通告の対象となる

のは、18 歳に満たない「保護者のない児童又は保
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護者に監護させることが不適当であると認めら

れる児童」（以下、要保護児童という）であり（6

条の 3 第 8 項）、児童虐待の通告先は、そのまま

「要保護児童」の通告先でもある。したがって、

現行法上の通告先は、純粋に福祉の受け皿である

機関であり、子どもの命に関わる不測の事態への

緊急対応も求められる児童虐待についても、その

まま通告先とすべきかについては、きちんとした

議論がなされていないように思われる。 

この点、比較法的にみれば、児童虐待の通告先

として、児童福祉機関とあわせ、警察などの法執

行機関も規定され、法執行機関に通告がなされた

場合には児童福祉機関への相互通告(cross report)

が義務付けられているところもある。 

本稿では、そのような問題意識から、比較法的

視点を交えつつ、望ましい児童虐待通告に関して

警察関与の観点から検討を加えることにする。 

 

イ アメリカにおける通報法 

 アメリカでは、1961 年に、小児科医であるケン

プ（Henry Kempe）らが、アメリカ小児科学会

（American Academy of Pediatrics）において被虐待

児症候群（Battered Child Syndrome）の存在を浮き

彫りにし、翌 1962 年に論文を発表したことで、児

童虐待が大きな社会問題としてとり上げられる

ことになった 2)。ケンプらは、その論文の中で、

両親、子どもの世話をする人らによる身体的虐待

を最も問題視していたため、それら一番発見でき

る立場にある医師こそが通報義務を課されるべ

きであり、警察とその地域で稼働している特別な

児童福祉機関に通報を行うべきだと主張した 2)。

同年、連邦児童局はケンプらも集め、連邦政府に

よる州の児童虐待対策への効果的な支援のあり

方について検討を行ったが、この会議において、

まさに合衆国レベルで、児童虐待通報法という概

念が広まったのである 7)。  

その後、幾つかの団体がモデル通報法や通報法

ガイドラインを発表したが、中でも各州に影響を

与えたのは連邦児童局 2)とアメリカ人道協会子ど

も課 3)のものであった 8)。 

これらを受け、1963 年のカリフォルニア州を皮

切りとして各州で義務的通報法が制定されるよ

うになったが、「通報先」に限って分析を行うと 3

段階の変遷が見られる 6)。なお、我が国では、全

ての国民が児童虐待の通告を義務付けられてい

るが（児童虐待防止法 6 条）、義務の懈怠に罰則は

ない。他方、アメリカでは、虐待を発見しやすい

立場にある一定の人々に通報が義務付けられ、義

務の懈怠に罰則が科されうる。この点は、同じ「義

務的通報」でも、我が国とは大きく異なっている。 

まず、1963 年に発表された連邦児童局のモデル

法は、最も相応しい児童虐待の通報先と調査機関

は警察（法執行機関）だとしていた 5)。警察は 24

時間 365日、常に子どもの保護への対応が可能で、

暴力対応に慣れており、何より差し迫った危険な

状態にある子どもを保護するために令状無しで

家屋に立入る権限を有していたからである 8)。こ

の連邦児童局のモデル法が、当初は各州法に最も

影響を及ぼしていた 5)。 

 しかし、その後、1963 年にアメリカ人道協会子

ども課の諮問委員会が発表した通報法ガイドラ

ンが社会サービス機関への通報を推奨し 8)、連邦

児童局ですら、福祉機関がその地域に整備されて

いれば、警察より福祉機関の方が通告先として適

当だと考えるようになったため 5)、1981 年までに

49 州とコロンビア特別区が通報先を社会サービ

ス機関とするようになり、通報後の調査と子ども

への保護サービス提供の責任も負わせるように

なった 8)。 

ところが 1980 年代に性的虐待の問題が顕在化



 

19 

 

するにつれ、虐待・虐待者の種類により、社会サ

ービス機関が通報を受けた方がいいケースと、警

察等の法執行機関が通報を受け緊急対応すべき

ケースが別々に存在することが明らかになった。

その結果、約半数の州は社会サービス機関や児童

保護機関のみを通報先とし続けたが、残りの約半

数の州では社会サービス機関と法執行機関の双

方を通報先とするようになった 8)。そして、2 つ以

上の機関を通報先とした州では、それら機関間に

よる情報の錯綜と連携の欠如を防止するために、

通報を受けた機関ともう一つの機関が相互通報

することを義務付けるようになった 8)。さらに、

進んだ下位行政区では、社会サービス機関、法執

行機関、その他医療機関などが 1 か所に常駐し、

全ての虐待の通報、調査、その後のサービス提供

などに多機関で対応する child advocacy centerが設

立されるようになっている 8)。 

このように、アメリカでは、通報先に関し、虐

待の種類によって最適な対応機関が異なるとい

う知見を踏まえ、法執行機関と社会サービス機関

の双方を通報先としつつ、通報受理後の機関同士

での相互通報を必須とするか、あるいは法執行機

関も含む多機関連携の下で通報先を一元化する

という方向に進みつつあるが、いずれにしても、

法執行機関が通報先であるべきとの共通認識が

ある。さらに、それら通報先には、通報の受理に

とどまらず、通報受理後の子どもの安否確認、そ

れに続く緊急保護までも行うことが求められて

いるのである。 

 

ウ 我が国の通告に関する現状 

平成 27 年 4 月から平成 28 年 3 月までの 1 年間

に、全国の児童相談所が把握した児童虐待の件数

は約 10 万 3000 件であったが 10)、児童相談所への

通告経路を見ると、警察からの通告が 37,020 人

（前年比 28％増）で全体の 37%と圧倒的多数を占

めている 10)。警察からの通告の内訳は、心理的虐

待が 24,159 人と最も多く、身体的虐待が 8,259 人、

育児の怠慢・拒否が 4,431 人、性的虐待が 171 人

と続く。なお、心理的虐待の約7割の16,807人は、

子どもの前で配偶者らへの暴力が行われるなど

の「面前ドメスティック・バイオレンス（DV）」

であり 12)、これは、DV 被害自体が 6 万件以上と

増加したこともその要因と考えられている。さら

に、生命に危険がある緊急時や夜間などに警察が

保護した子供は 3 年連続で増加し、過去最多の

2,624 人に上ったとのことでもあった 12)。 

 こうしてみると、警察から児童相談所への通告

は児童相談所全虐待相談件数の 37%を占めるな

ど、現行法上の通告機関以上に、警察が虐待の第

一次的発見機関となっていることが分かる。その

上、生命に危険がある緊急時や夜間などに児童を

保護する役割も果たしている。逆に、児童相談所

以外の通告先である市町村、福祉事務所は、身近

にあるとはいえ、通告を受けても安全確認のため

の立入もできなければ保護もできず、立入や保護

が必要な場合には児童相談所に送致しなければ

ならない。さらに、市町村、福祉事務所は 24 時間

365 日対応可能な組織でもない。 

このような実情に鑑みれば、110 番という全国

民に周知されている通報番号と 24 時間対応のコ

ールセンターを持ち、日本全国どこにでも存在す

る警察こそが通告先の一つとなるべきではない

かと考える 13)。現在でも、警察は 110 番通報等で

児童虐待の情報を得た場合には、現場臨場し安全

確認を行い、児童相談所に確実に通告するよう徹

底しているが 14）、一歩進んで警察も通告先となる

ことで、より一層の通告が期待でき、今まで以上

に迅速に子どもの保護が行われ、児童相談所と確

実な情報共有が図られるものと思われる。 
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 もちろん、警察も通告先となることに対しては、

①虐待者本人は、犯罪捜査機関である警察には通

告できず助けを求められない、②一般市民は、虐

待者を犯罪者扱いすることに抵抗を感じる、③児

童相談所より先に警察に情報がいくことで、全て

のケースが犯罪扱いされ、福祉的対応が出来なく

なる、などの批判が向けられ可能性は存在する。 

 しかしながら、これらの批判に対しては、①②

については、警察だけが通告先ではないので、本

人は従来通り、児童相談所へ通告し、援助を求め

ることが可能であるし、警察に通告することに抵

抗を感じる一般市民も同様であるとの反論が可

能である。また、③については、次のように説明

できる。「配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律」（以下、配偶者暴力防止法と

いう）では、身体に対する暴力に限られてはいる

ものの、配偶者からの暴力を受けている者を発見

した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター

又は警察官に通報するよう努めなければならな

いとされているし（6 条 1 項）、被害者自ら警察に

相談することも可能である。そして、警察に届い

たケースは刑法上、暴行罪、傷害罪等に該当しう

ると考えられるが、これらがすべて検挙されてい

るわけではない。警察庁の統計によれば、平成 27

年に配偶者からの身体に対する暴力又は生命等

に対する脅迫を受けた被害者の相談等を受理し

た件数は 63,141 件であったが、検挙件数は 8,006

件にとどまっている 11)。警察への通報・相談が捜

査、検挙に直結するわけではないことは、この統

計からも明らかである。 

 

エ 警察を通告先とするためには 

アメリカで、なぜ警察など法執行機関が通報先

とされてきたかといえば、24 時間 365 日業務を行

っている身近な組織であることに加え、緊急時に

子どもの保護のために令状なしで立入が可能な

点にあった。実は、韓国でもこれら 2 点は重要視

され、2014 年に制定された「児童虐待犯罪の処罰

等に関する特例法」（以下、特例法という）では、

警察も申告先（日本の通告先にあたる）とすると

同時に、警察に「児童虐待犯罪が行われていると

通報された現場に立ち入」ることのできる権限

（警察庁では、これを現場調査権と呼んでいた）

を与えたのである（特例法 11 条 2 項）。韓国警察

庁での説明によれば、韓国の警察官職務執行法の

立入の規定では、児童虐待通告を受けて子どもの

安否確認をしたくても「人の生命身体又は財産に

対する危害が臨迫した」と言えなければ家屋に立

ち入って調査することができず、そのような事態

への対応のために本規定を設けたとのことであ

った（当初は、警察官職務執行法改正による対応

を考えていたが実現しなかったようである）。同

様の規定は、「家庭暴力犯罪の処罰等に関する特

例法」（以下、家庭暴力犯罪処罰特例法という）に

も置かれている。 

児童虐待の通告先であるということは、通告を

受けるだけでなく、その後直ちに子供の安否確認、

保護までをも行う組織であることが求められる。

我が国では、児童相談所は都道府県によっては数

カ所しかないため、警察から通告を受けても、直

ちに安否確認が行えるわけではない。それより、

通告を受けた警察が直ちに安否確認に動ければ

どれほど子供の安全に資するか分からない（現状

でも既にそのように対応されているとは思うが）。

しかし、警察には、警察官職務執行法（以下、警

職法という）の立入権限しかなく、「前二条に規定

する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財

産に対し危害が切迫した場合」にしか他人の建物、

土地などの立ち入ることはできず（6 条）、大阪ネ

グレクト事件で明らかになったように、通報を受
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けただけで、中に人がいるか否かも分からない状

況では、安否確認のために立ち入ることはできな

いのである 9)。他方、韓国の特例法上の現場調査

権のもとでは、通告を受けて現場に臨場した場合、

中に人がいるか否かにかかわらず立ち入ること

が可能であり安否確認を行うことができる。そし

て、この現場調査権は児童保護専門機関にも与え

られている。さらに、韓国では、警察が通告を受

けた場合には、原則として、児童保護専門機関に

現場への同行を求めなければならず、通告内容は

必ず児童保護専門機関と共有すべきと考えられ

ており（特例法 11 条 1 項）、警察の権限濫用が抑

止される仕組みとなっている。 

もちろん、我が国でも、かつての警職法改正案

への反対議論を踏まえれば 1)、無限定に警察官の

立入権限を認めるような規定を警職法上に設け

ることは妥当ではない。しかし、例えば、虐待防

止法上で、通告受理後の緊急の子どもの安否確認

のために、通告を受けた警察官の特別の立入権限

を認めることを検討してもいいのではないだろ

うか。その際には、その後の子どもの保護のこと

も考慮し、警察と児童相談所の間での相互通告が

求められるし、緊急事態以外では、児相とともに

安否確認の現場に向かうことも求められること

になるだろう。現在でも、警察は、児童相談所の

立入などの際に援助を行うといった協力を行っ

ているが、それを超えて、「個人の生命、身体及び

財産の保護に任」ずる組織として主体的に、児童

虐待対応を行うことが求められる時期に来てい

るのではないかと思われる。 
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（２）虐待親への指導・治療の義務付け制度 

（柑本美和） 

 

ア 諸外国の状況 

我が国には、児童の保護手続き上、児童虐待を

行う保護者に対し裁判所が指導や治療を命じる

制度は存在しない。しかし、比較法的に見れば、

虐待を行う保護者に対して、プログラム等の受講

を強制する法制度が整備されている国は少なく

ない。 

例えば、アメリカの多くの州には、少年裁判所

(juvenile court)が、長期にわたる親子分離が必要と

判断した場合、児童保護機関が作成したケースプ

ランに明記されているプログラム受講、カウンセ

リング受診、精神科治療受診などを命じる制度が

存在する。そして、親子を分離せず在宅で保護を

行う場合にも、適切な親子関係形成のために、少

年裁判所はプログラム受講や治療を命じうる。裁

判所は、プログラムの不受講、成績不良、治療未

受診といった事実を、子どもを戻すことが害であ

るという一応の証拠とし、親子分離の実施、継続、

親権を終了し養子縁組するか否かの判断材料と

する。 

また、DV と虐待の併発率は 5 割に上り 2)、児童

虐待問題への対応は配偶者間暴力へのそれとと

もに考えられる必要から、法律上又は解釈上、DV

の目撃が児童虐待の一類型である「ネグレクト」

とされている州では、DV の保護命令言い渡しの

際に、DV 親に対して児童虐待防止プログラム受

講や治療が命じられることもある 7)。これは、児

童虐待を家庭内暴力（family violence）という範疇

で DV と有機的に関連付けた画期的な制度である。

この場合、受講命令に従わなければ、民事裁判所

侮辱に問われるか、保護命令違反を犯罪化してい

る州では刑事罰に問われうる。 

さらに、児童虐待行為の多くは犯罪と評価され

るため、刑事手続きの中で虐待を行う保護者に対

して指導や治療が義務付けられることもある。例

えば、韓国は 2014 年に「児童虐待犯罪の処罰等に

関する特例法」（以下、特例法という）を制定し、

児童虐待行為を「児童虐待犯罪」と位置づけ、常

習犯を加重重罰するなど児童虐待の厳罰化を図

ると同時に、刑事司法手続きの各段階で、虐待行

為者に対して指導や治療等を命じる制度を構築

している 11)12)。 

虐待された児童は、可能であるならば、保護者

の元に戻って親子の再統合が図られるのが望ま

しいが、適切な指導・治療が行われないまま、児

童を保護者の元に返せば児童が死亡する事態へ

と至りかねない。NHK が全国 205 か所の児童相

談所を対象に行ったアンケート調査の結果によ

れば、虐待被害で保護された児童の約 2 割が再虐

待を受けており 13)、虐待の原因である「保護者の

抱える問題」への働きかけが不可欠となっている。 

 

イ 我が国の状況と展望－児童保護手続きと指

導・治療義務付け制度 

我が国では、「児童虐待の防止等に関する法律

（以下、児虐法という）」上、児童虐待を行った保

護者に対して児童福祉司らによる指導措置（児童

福祉法 27 条 1 項 2 号）がとられた場合、保護者

は、指導を受けなければならず（児虐法 11 条 2

項）、保護者がその指導を受けないときは、都道府

県知事が、保護者に対し指導を受けるよう勧告す

ることができるとされている（児虐法11条3項）。

さらに、保護者が勧告に従わず、なお指導を受け
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ない場合には、都道府県知事は、当該保護者の児

童に対して一時保護、施設への強制入所等の措置

を講じることもできる（児虐法 11 条 4 項）。そし

て、児童相談所長は、保護者が勧告に従わず、監

護する児童に対し親権を行わせることが著しく

児童の福祉を害する場合には、必要に応じ、適切

に親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判

の請求を行うものともされた（児虐法11条5項）。

勧告に従わなければ子どもを返さないという心

理的強制をかけ、指導受講命令と同様の効果を持

たせようとしているのである。 

さらに、親が施設入所等に同意せず、児童福祉

法 28 条の審判が行われる場合、家庭裁判所は、保

護者に対して指導を行うことが相当と認めれば、

保護者に対し指導を行うべき旨を都道府県に勧

告することができる（児童福祉法 28 条 5 項）。児

童福祉法 28 条による措置は 2 年毎に更新されう

るため（児童福祉法 28 条 2 項）、保護者が指導を

受けたか否かは、家庭裁判所の更新判断の材料と

なる。したがって、保護者も更新審査時に自らが

家庭裁判所にどう判断されるかに無関心ではい

られず、それが指導受講のインセンティブとなる。 

ただ、いずれの場合も、児童福祉司らによる指

導は、指導を受けなければ子どもを施設に強制入

所させる、親権を停止・喪失させる、子どもを施

設から戻さないという心理的威嚇によって行わ

れているにすぎず、それを意に介さず指導を拒否

する保護者に強制する仕組みはない。そこで、保

護者に対する指導の実効性を確保するために、家

庭裁判所が保護者に直接指導受講を勧告する又

は命じる制度の必要性が主張され 5)、現在、厚生

労働省で検討が行われているところである 14)。そ

して、こうした主張に対しては、行政と司法の役

割分担を越える、また、家庭裁判所は保護者が指

導や勧告に従わない場合でも強制力を行使する

ことはできないといった批判が向けられること

になる。 

だが、28 条審判が行われるケースでは、親子分

離の際の判断では、保護者の監護状況および保護

者に対する指導措置の効果等も一体として考慮

されており、保護者に対する指導措置勧告は、そ

の実施の相手方当事者である保護者に対しても

直接行われるべきで、そのような制度構築は不可

能ではないとされている 8)。そして、強制力の問

題については、現行法上も、家庭裁判所が保護者

の指導受講状況次第で親子分離措置を更新でき

ることに加え、児童相談所長には親権喪失に加え、

親権停止、管理権喪失宣告の請求権まで認められ

ているのであり（児童福祉法 33 条の 7）、指導受

講拒否に対して児童相談所長が確実な権限行使

を行えば、家庭裁判所による命令と同様の効果が

見込めるのではないかと思われる。しかし、アメ

リカで少年裁判所による親への指導受講命令等

が効果を持っているのは、児童保護機関の請求を

待つことなく、保護者の指導受講状況に応じて裁

判所が職権で親権喪失＋養子縁組の措置までも

講じられる強大な権限を与えられているからで

ある。立法論ではあるが、家庭裁判所の指導勧告

に従わない場合には、家庭裁判所が、職権で親権

喪失の決定までも行うことができるとする規定

を明示的に設ける必要があるだろう。 

 

ウ 我が国の状況と展望―DV 保護命令と指導・

治療義務付け制度 

しかしながら、子どもの保護手続き上で、家庭

裁判所関与のもと指導等を義務付けても、子ども

の家庭復帰に関心のない保護者は受講等を拒否

し続け、そうした保護者に対して家庭裁判所の指

導勧告・指導命令は意味を持たない。さらに、現

行法上、家庭裁判所が関与するのは 28 条審判を
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経て施設入所措置が承認されたケースのみであ

り、同意による施設入所ケース・在宅ケースへの

関与はない。だが、指導等を頑なに拒否し続ける

保護者こそ、本人の問題性は大きく再虐待の可能

性や新たな被害者を生み出す可能性も高い。その

ような保護者にこそ、一層の強制力を背景に指導

等を義務付ける必要があると言える。そこで参考

になるのが、先述した、アメリカでDV 保護命令

の一つとして出されている指導受講命令や治療

命令である。 

我が国で、平成 27 年度に児童相談所が対応し

た児童虐待対応件数は 103,260 件であったが、そ

の約半数（47.2%）を心理的虐待が占め 15)、そのう

ち、少なくとも 16,807 人は、警察が「面前DV」

を認めて児童相談所に通告したケースである 16)。

DV と虐待の併発率が 5 割に上ることに鑑みれば

2)、子どものいる家庭でDV が起きた場合に、虐待

する保護者に、刑事罰を背景とする DV 保護命令

として指導受講等が命じられることには大きな

意味があると思われる。もちろん、児童相談所に

よる指導に全く従わず、かつ DV も行っている保

護者がどれほど存在するのかは明らかではない。

しかし、DV と虐待は法の手の届きにくい家庭内

で起きている密接に関連した行為で、配偶者や子

どもへの悪影響は極めて高く 9)、どちらかだけで

はなく、どちらにも働きかける制度が必要なこと

は言を待たないのである。 

我が国では 2001 年 4 月に成立した「配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」

が、第 25 条で、「国及び地方公共団体は、加害者

の更生のための指導の方法について、その調査研

究の推進に努めるものとする」と規定したことも

あり、過去に何度か議論がなされ検討課題も明ら

かにされている 4)。これを出発点として、児童虐

待防止の観点から導入の可能性を再検討するこ

とに、それほどの困難は伴わないものと思われる。 

 ただ、わが国の保護命令は、アメリカや台湾に

おける一時保護命令に相当するものと考えられ

るため、プログラム受講を保護命令に組み込むと

するならば、立法論としては、プログラム受講の

必要性と適格性の検討を慎重に行う、現在の保護

命令発令に必要とされる証明の程度よりも高い、

「明白で説得的な証拠」を要求する等といったも

う一段階厳格な手続きを要する保護命令制度の

創設を考える必要があるだろう 6)。 

 

エ 我が国の状況と展望－刑事手続きと指導・治

療義務付け制度 

さらに、参考になるのが、韓国で制度化された

刑事司法手続きの各段階における指導受講義務

付け制度である。 

既に述べたように、現在、我が国でも、検察庁

によって、送検された保護者を処分保留で釈放し、

児童相談所による指導受講等を条件に今後の処

分を検討するという事実上の受講命令といえる

ものが導入されている。しかし、指導受講という

積極的な介入を伴うということは、対象者の権利

や自由を制約するわけであり、それが不合理なも

のとならないよう法的根拠を与えることが必要

ではないかと思われる 1)。 

韓国の特例法には、教育・治療等の受講を条件

とする起訴猶予制度があるが（特例法 26 条）、韓

国法務部女性児童人権課で伺ったところによれ

ば、韓国では、2007 年の少年法改正で、法的根拠

が弱いとの指摘を受け、これまで少年犯罪者に対

して運用で行われていた「善導条件付起訴猶予制

度」を明文化した経緯を踏まえ、児童虐待犯罪に

ついても法定化したそうである。同様の規定は、

「家庭暴力犯罪の処罰等に関する特例法」にも置

かれている（9 条の 2）。 
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我が国で平成 27 年に警察が検挙した児童事件

は過去最多の 785 件に上り、このうち身体的虐待

が 643 件と約 8 割を占め（うち、344 件が傷害、

235 件が暴行である）、性的虐待が 117 件、心理的

虐待が 18 件、育児の怠慢・拒否が 7 件であり、検

挙人員は合計 811 人に上った。しかし、我が国で

は、DV の典型である傷害事件でも加害者の約 3

割が不起訴処分(33.3%)、約 4.5 割が略式罰金（44．

2%）で終結しているとの報告にもあるように 3)、

傷害事件として検察官送致された殆どの事件が、

指導を義務付ける余地のある執行猶予付有罪判

決や実刑判決に結びつくわけではない。暴行とな

ればなおさらである。このような現状を踏まえれ

ば、検察段階で指導等を義務付けることによって、

児童保護手続で指導等に結びつかず、従来であれ

ば刑事手続きにおいても何らの働きかけも行わ

れてこなかった保護者をも教育等に結びつける

ことのできる検察庁の運用は、極めて意義のある

ものと考えることができるだろう。 

しかし、これはあくまでも検察の裁量による処

分であり、処分保留にして指導するにしても、起

訴猶予にして指導するにしても、いずれもそれに

従わなければ起訴され、処罰されるという心理的

威嚇の下で行われるものである以上、その運用が

恣意的なものとならないための法的措置が必要

となろう。以下、幾つかの点について言及する。 

 まず、検察段階での処分は本来の意味での「刑

罰」ではないが、指導受講の義務付けは、刑罰類

似の介入を伴う処分である点を踏まえ、適正手続

きの観点から、処分決定に際しては児童相談所の

関与も求めるなどし、それが検察の恣意による処

分ではなく合理的な処分であることを担保する

必要があろう 1)。韓国でも、条件付き起訴猶予も

含む処分決定にあたっては、検察官は保護観察所

の長に対して、児童虐待行為者の経歴、生活環境

及び養育能力その他必要な事項に関する調査を

要求でき(特例法 130 条 1 項）、さらに必要であれ

ば、児童保護専門機関の長に対して必要な資料の

提出を要求できることとなっている（特例法 25 条

4 項）。そして、検察官は、これらの調査結果等を

参考にした上で、被害児童の保護及び児童虐待行

為者の教化及び改善に最も適合する決定をしな

ければならないと明文で規定されている（特例法

25 条 5 項）。 

次に、「刑罰」ではない以上、処分の不利益性も

含めた本人の理解・納得も必要となるだろう。処

分に応じなければ訴追されるとの心理的強制を

背景になされた同意は真の同意ではないとは言

え、本人の問題性、処分の趣旨、違反した場合の

訴追の可能性など、本人にきちんと説明がなされ

なければならない 1)。 

この点について韓国では、条件付き起訴猶予処

分の決定にあたって本人の同意までは必要とし

ていないようであるが、韓国法務部女性児童人権

課での話によれば、教育指導が委託された機関に

おいて、3 回欠席すると法的措置を講じる旨が記

載された同意書に署名してもらうとのことであ

った。 

さらに、処分保留にしても、起訴猶予にしても、

対象となる者は、いつでも起訴されうるという不

安定な地位に置かれることになる。従って、賦課

される条件は期限のあるものとし、 

条件の違反が訴追に結びつくこと、条件期間を満

了すれば訴追は放棄されることを明文化する必

要があるだろう 1)。 

韓国では、条件付き起訴猶予処分によって行わ

れる指導は 20 時間とされ、教育・治療等の受講・

受診が義務付けられた保護者については、教育・

治療機関の長が、その者が所在不明、出席に応じ

ない、不誠実に臨んでいるなどの理由で教育等の
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実施が困難と判断すれば、管轄の検察庁に連絡し、

連絡を受けた担当検事は、特別な事情がない限り、

公訴を提起し、あるいは児童保護事件として家裁

に送致しなければならないこととなっている。そ

して、条件違反が訴追に結びつくことは、前述の

同意書に明示されている。 

 

オ 最後に 

 児童虐待を行う保護者が抱える問題は、未熟な

子育て能力にとどまるものではない。最近、特に

指摘されるようになってきているのが、保護者の

メンタルヘルスの問題である 10)。本研究の国内調

査でも、保護者が精神疾患を抱えている場合の支

援の困難さが複数の人から語られた。韓国でも同

様の問題が指摘され、そのために、刑事司法制度

の各段階で、指導やプログラム受講だけではなく、

治療も義務付けられるようになっている。特筆す

べきは、我が国同様、韓国にも精神保健法が存在

するが、特例法上の治療義務付けは、精神保健法

上の強制入院、強制通院とは全く別の枠組みで行

われているとのことである。特に、家庭法院（日

本の家庭裁判所にあたる）により保護処分として

治療命委託が行われた場合には（特例法 36 条 1 項

7 号）、強制入院だけでなく強制治療も施せるとの

ことであり、いかに、児童虐待における保護者の

精神疾患問題が重要視されているかが分かる。そ

して、アメリカにおいても、少年裁判所による保

護者への命令は、指導受講にとどまらず、精神科

治療にも及んでいるのである。 

我が国においても、メンタルヘルスの問題を抱

えた虐待者は、通常、措置入院の要件には該当せ

ず、家族等の同意が得られず医療保護入院もでき

ずというように、入院制度の狭間に追いやられて

いる。さらに、通院・服薬の必要がある程度に留

まっていても、本人に病識がない場合には、家族

の積極的な介入がなければ精神科医療へアクセ

スすることすらできない。しかし、虐待する保護

者の家族もメンタルヘルスの問題を抱えている

ことが多く、家族からの支援は期待できないこと

が多いのである。このような保護者に対して、児

童相談所は全く無力である。 

現在、精神保健福祉法における医療保護入院制

度、措置入院制度の見直しが行われているが、こ

のようなメンタルヘルスの問題を抱えた虐待を

行う保護者の精神科医療へのアクセスのあり方

についても検討する必要があると思われる。 
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（３）死因の究明と虐待死の発見（町野朔） 

 

ア 隠れた虐待死 

児童虐待の相談対応件数、虐待死数の衝撃的な

増加が報じられているが 24) 25)、日本では児童虐待

は諸外国に比してはるかに少ないといわれてい

たころから、実は虐待死が見過ごされている可能

性が高いのではないかと言われていた。 

 

イ CPT による児童虐待への対応 

被虐待児童は、児童福祉法における「要保護児

童」である（児福 6 条の 3 第 8 項は、後者を、「保

護者のない児童又は保護者に監護させることが

不適当であると認められる児童」と定義してい

る）。平成 12（2000）年に成立、翌年に施行された

「児童虐待の防止等に関する法律」（児童虐待防

止法）は、被虐待児童の保護に特化した児童福祉

法の特別法としての性格を有するが、初めて明示

的に「児童虐待」を定義・禁止し（児童虐待防止

法 2 条・3 条）、児童虐待の早期発見・通告の励行

（同 5~7 条）などを規定することによって、国民

の間に児童虐待が忌むべき行為であり、その蔓延

は疫病にも比すべきものである 13)という国民の意

識を強化し、児童の医療を行う病院スタッフの意

識を変革することにもなった。学校医、かかりつ

け医などとして子どもを診る医師たちは、虐待の

早期発見に努めるようになった 2)。病院では CPT 

(Child Protection Team) が作られ、来院した児童に

虐待が疑われるときの対応―児童相談所、警察な

どと連絡を取りながらの児童の保護、虐待者の支

援―をチームで行うようになった 8) 9) 20) 21)。さらに

平成 21（2009）年に改正された「臓器の移植に関

する法律」（臓器移植法）が、虐待によって死亡し

た児童から臓器が提供されることのないよう、虐

待の有無を「確認」すべき義務を臓器移植に関与

http://ci.nii.ac.jp/nrid/9000002847222
http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/2978/
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-koyou.html?tid=368216
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-koyou.html?tid=368216
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000132381.html
https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/stalker/seianki27STDV.pdf
https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/stalker/seianki27STDV.pdf
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する者に課したこと―この改正の妥当性につい

ては問題はあるが 12)―によって（附則 5 項、「臓

器の移植に関する法律」の運用に関する指針（ガ

イドライン）第 5）、小児臓器提供に対応したCPT

の設置 8) 9)が加速された。 

虐待が疑われる児童が来院したときには、担当

医は保護者が連れて帰らえないよう説得して児

童を入院させ、CPT が対応する。必要と判断した

ときには児相等に通告する。CPT のある施設では

児童虐待が隠されたまま終わるとうことは少な

くなったと考えられる。 

児童が救急車で搬送されてきた場合には、医学

的検査が行われるため、虐待を看過することはま

ず考えられないという。 

虐待児童が死亡したときには、医師は異状死と

しての届け出を行う（医師 21 条）。CPT の虐待対

応が開始された児童においては、虐待死であるこ

とが看過されることはない。 

 

ウ CDR による死因の究明 

しかし、すべての医師、看護師、医療スタッフ

が児童虐待の診断について習熟しているわけで

はない。CPT が存在しない医療機関も多い。児童

が死亡したときに、それが虐待の結果であること

を認識することは、医師としてもかなり困難であ

る 10)。1978 年にアメリカ・ロスアンジェルス始ま

り、全米、さらに、イギリス、カナダ、オースト

ラリアへと英米法圏に広がって行ったCDR（Child 

Death Review）は、子どもの死亡登録を行い、その

死因の検証を行うことによって、見過ごされてい

た虐待死を発見するものであった。虐待が発見さ

れた結果、刑事訴追に至るケースもある。その後、

CDR は、虐待死を含めて予防可能であった

（preventable）子どもの死亡事例を把握し、子ども

の死を防止するための施策を提言するプログラ

ムとなっていった 4) 6) 7) 14) 19) 22)。 

日本でも、2011 年末に、日本小児科学会に「小

児の死亡登録・検証委員会」が設置され、その提

言に基づいたパイロット・スタディが行われた 18) 

19) 20) 23)。個人情報保護との関係を明確にし、効果

的にプログラムを推進するためには、アメリカの

ように、何らかの形で立法することが望ましいと

思われる 16) 19)。 

 

エ 異状死体の届け出 

「医師は、死体を検案して異状があると認め

たときは、24 時間以内に所轄警察署に届け出な

ければならない」（医師法 21 条）。この異状死体

届出義務の不履行には、50 万円以下の罰金が課

される（同法 33 条の 2 第 1 号）。 

最高裁判決（最判平成 16 年 4 月 13 日刑集 58

巻 4 号 247 頁〔都立広尾病院事件〕）によると、

この「届出義務は警察官が犯罪捜査の端緒を得

ることを容易にするほか、場合によっては、警

察官が緊急に被害の拡大防止措置を講ずるなど

して社会防衛を図ることを可能にする」もので

ある。児童虐待防止法（2 条）の定義する「児童

虐待」によって児童が死亡したとすれば、それ

は犯罪による死であり（若干の問題は 2 条 4 号

の心理的虐待による死亡である）、「異状死」で

ある。また、同じ最高裁判決によると、「医師法

21 条にいう死体の「検案」とは、医師が死因等

を判定するために死体の外表を検査することを

いい、当該死体が自己の診療していた患者のも

のであるか否かを問わない」から、自分が診察

していた児童の死が虐待死である可能性を認識

した医師には、異状死届出義務があることにな

る。 

死亡診断書、死体検案書を書くのは医師の義

務であるが（医師法 19 条 2 項・20 条）、異状死
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体を診察した医師はこれを書くのではなく、警

察署に届出をしなければならない。 

 

オ 異状死体の解剖 

虐待死に限らず、死因が犯罪によるものであ

ることを確定するためには解剖が行われること

が必要である 3) 10) 11)。しかし、医師が、子どもの

死が虐待によるものでないかと疑い、異状死の

届出をしたとしても、必ずしも死体解剖が行わ

れるわけではない。 

異状死体の届出を受けた警察は、「変死者又は

変死の疑のある死体」であると認めるときには

「検視」を行う（これは、検察官の指示により

司法警察員が行う「代行検死」である。刑事訴

訟法 229 条 2 項）。検視によって、解剖が必要と

なるときには、裁判所の鑑定許可状を得て解剖

が行われる（刑事訴訟法 129 条 1 項・222 条 1

項・168 条 1 項・225 条 1 項）。これは「司法解

剖」と呼ばれる。しかし、警察が犯罪に関係な

いと判断した「非犯罪主体」は犯罪捜査の対象

から外れ、死体解剖保存法による解剖（「行政解

剖」と呼ばれることもある）が行われることが

あるだけである。そのうち、監察医制度のある

地域（東京 23 区、大阪市、神戸市、横浜市、名

古屋市）においては、「監察医解剖」（死体解剖

保存法 8 条 1 項）がかなりの割合で行われてい

るが、それ以外の地域では、異状死体の解剖

は、死体解剖保存法 7 条を根拠として行われる

「承諾解剖」によるしかない。法医学専門の医

師が少ないこともあり、これによる解剖率は低

い 1) 3) 5) 11)。 

異状死体として警察に届けられたものがすべ

て解剖されるという誤解が生じてはならない。

虐待死の見逃しは、異状死体の届出にもかかわ

らず起こりうることである。 

カ 死因・身元調査法 

時津風部屋事件（2007 年）が一つのきっかけと

なって、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の

調査等に関する法律（死因・身元調査法）が 2012

年に成立した。この事件では、死亡力士について

病死という死体検案書が書かれ、異状死の届出が

されていなかったが、大学病院で遺族の要請によ

って解剖が行われた（承諾解剖。死体解剖保存法

7 条 1 項）結果、初めて相撲部屋での暴行が死因

であることが明らかになったという。 

警察が死体を犯罪死体・変死体として扱うこと

にすれば、刑事訴訟法に基づいて犯罪捜査が始ま

り、必要な解剖等が行われるので、犯罪死が見逃

されることは小さくなる。しかし、警察が死体を

「非犯罪死体」として処理してしまったあとでは、

犯罪死であることを発見することは困難になる。

実際に、過去の犯罪死見逃し事例の多くは、死体

を、誤って非犯罪死体としてしまった例だという

11)。そのようなことから、死因・身元調査法は、刑

事訴訟法の捜査の対象から外れる非犯罪死体に

ついて規定した 17)。その大要は次のとおりである。 

時津風部屋事件の場合のように死体を認知し

た警察官は、警察署長に報告しなければならない。

警察署長は、この報告による死体と異状死体など

法令に基づいて届出があった死体（死因・身元調

査法 5 条 1 項はこれらを「取扱死体」と呼んでい

る）について、死因等を明らかにするため、「外表

の調査、死体の発見された場所の調査、関係者に

対する質問等の必要な調査」をしなければならな

い。その調査にあたっては、医師、歯科医師の協

力を求めることができる（以上は 4 条）。このよう

にして、犯罪死体・変死体と非犯罪死体のスクリ

ーニングは警察署長の責任において行われるべ

きことが、法律によって規定されたのである。 

警察署長は「取扱死体」について、その死因を
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明らかにするために体内の状況を調査する必要

があると認めるときは、体内からの体液の採取、

死亡時画像診断等を、医師に行わせることができ

る（5 条）。また、警察署長は、「死因を明らかにす

るため特に必要があると認めるときは」、都道府

県公安委員会の認定した大学等の機関に委託し

て、解剖を実施することができる（6 条）。この解

剖は、その必要性について遺族に説明する必要は

あるが、その承諾を得る必要はないのであり、従

来の「承諾解剖」（死体解剖保存法 7条）とは別の、

「死因調査解剖」ともいうべきものを新たに認め

たものである。改正された死体解剖保存法はその

ことを明示した（同 2 条 7 号）。 

以上の調査・解剖の結果、死体が犯罪死・変死

体であることが判明すれば、刑事訴訟法の犯罪捜

査が開始されることになる。 

警察による児童の虐待死の発見が満足の行く

ように行われるためには、死体発見時の調査（4

条）、体内の検査（5 条）を行う警察官、医師等

が、人数的にも、知識・経験的にも充実してい

ることが必要である。また、死因調査解剖にお

いては、現在の監察医務院と同等の法医解剖の

専門機関を整備していくことが必要である 16) 17)。 
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門委員会」（以下、「専門委員会」という。）が設置

された。 

専門委員会では、厚生労働省が児童虐待による

死亡として把握している事例について、関係都道

府県・指定都市の児童福祉主管課に対し回答を求

め、それを基に検証が行うという方法で開始され

た。以下、各報告において、どのような特徴があ

るかを概観する。 

まず、第 1 次報告（2005 年 3 月）の際には、調

査項目が示され、特に、児童相談所が長い期間、

関与した事例については、個別のヒアリングが実

施されている。 

次に、第 2 次報告（2006 年 3 月）では、個別ヒ

アリングケースについての調査項目が示された。

事前に質問票を関係都道府県に送付し回答を得

た上で、専門委員及び厚生労働省担当者がチーム

を組んで訪問調査が行われた。また、死亡には至

っていないものの、児童虐待防止対策を講ずる上

で、新たな課題や制度上の問題が抽出されると思

われる重大事例についても、1 件検討されている。

しかし、第 2 次報告において、「特に児童相談所等

の関与がなかった事例について 調査票の未記入

項目が多かった。関与の有無にかかわらず、死亡

事例を把握 した場合には、関係機関からの情報

収集に努め、再発防止のために各地方公 共団体

等において検証する必要があり、そのためには検

証のガイドラインを作成し、普及する必要性があ

る。」され、地方公共団体による調査自体の問題点

が指摘された。 

そこで、第 3 次報告（2007 年 6 月）では、地方

公共団体おける検証が不十分である現状を受け、

検証作業の参考となるよう、その基本的な考え方

及び検証の進め方が提示された。この中で、検証

組織や検証委員の構成、検証の対象、検証方法が

示された。また、死亡事例から明らかとなった問

題点・課題から具体的改善策が提示されたが、こ

れを受けて、厚生労働省は、児童福祉法を改正し、

生後４か月までの全戸訪問事業及び育児支援家

庭訪問事業を規定するとともに、必要な場合は妊

婦も要保護児童対策地域協議会の対象ケースと

するなど、地域ネットワークの対象範囲を拡大す

る等の政策が採られた。 

第 4 次報告（2008 年 3 月）では、死亡後の検証

の実態も報告されているが、心中以外の事例では

19 例（36.5％）、心中事例では 11 例（23.4％）と

されており、検証割合は低い。さらに、その内容

についても、「事実関係の詳細が調査されていな

いもの、本質的な問題点が指摘されず表面的な検

証にとどまっているもの、検証結果が公表されて

いないもの、要保護児童対策地域協議会や児童相

談所内での内部検証により、事実確認と反省で終

わっているものがあった」と指摘され、検証に基

づく提言の実現を点検する作業が必要であると

された。2008 年 6 月には、この第 1 次報告から第

4 次報告を受けて、専門委員会で把握された全事

例の総括的分析が行われ、国の採った措置や今後

の課題等がまとめられた。 

第 5 次報告（2009 年 7 月）からは、検証報告の

検証が開始された。その上で、依然として、地方

公共団体における事例の検証が十分でないこと

が指摘され、国としても、より精度の高い資料の

収集を行い、これらのデータベースを構築するた

めにも、その方法や児童虐待による死亡事例の全

数把握のための方法を研究すべきとされた。また、

第 5 次報告では参考資料として、「地方公共団体

における児童虐待による死亡事例等の検証機関

等の設置状況等について」が付されており、地方

公共団体のうち 25.8％しか、検証機関を設置して

いないことが示された。以降の報告では、地方公

共団体における検証の状況についての参考資料
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が付されている。なお、第 10 次報告（2014 年 9

月）において、検証機関の設置率は 100％となっ

た。 

2008 年 4 月に施行された改正児童虐待防止法

では、心身に著しく重大な被害を受けた事例の分

析を行うことが国及び地方公共団体の責務とさ

れた。2008 年 4 月以降の事例を検証している第 6

次報告（2010 年 7 月）以降では、この改正法が適

用される。 

第 6 次報告では、特に日齢０日で死亡した事案

の分析が行われ、それに基づく提言が行われた。

さらに、第 7 次報告（2011 年 7 月）では、第１次

から第７次までの対象期間の 0 日・０か月児の死

亡事例すべてについての分析が行われ、第６次報

告において都道府県等の検証が実施され、情報が

蓄積されている事例を選定しヒアリングがなさ

れた。以降、継続して検証が実施されている。 

第 10 次報告では、これまでの事例検証におい

て、精神疾患のある養育者によって虐待がなされ

死亡に至った事例が一定数（心中以外の虐待死事

例１割程度、心中による虐待死事例２割程度）あ

ったことを受け、「精神疾患のある養育者におけ

る事例について」の検証が追加された（ただし、

統計項目上まとめることが可能であった第 5次か

ら第 10 次までのデータを基にしている）。これは、

第 11 次報告でも継続して実施されている。 

第 11 次報告では、これまでの報告が、主に児童

虐待による死亡事例を対象に分析・検証を実施さ

れてきたのに対し、要保護事例として重要な、死

亡には至らなかったが重症の受傷等を負った事

例（心中未遂事例を除く）についても、調査・分

析及び現地ヒアリングを実施し、重篤な虐待事例

の実態についてより幅広く把握し、発生を予防す

るための方策が模索された。 

 

イ 児童虐待事例の検証の課題 

このように、児童虐待による死亡事例の検証は、

国の組織に設置された専門委員会から開始され

た。その過程で、現場での課題や検証それ自体に

おける課題を踏まえた提言がなされ、国の施策や

地方公共団体による検証に影響を与える形で変

遷している。 

当初、事例の検証を主導する形で開始した専門

委員会であるが、今後は、全国の検証制度の監督

や検証によって得られた示唆を具体化し、政策に

反映させる提言をすることに重心を置き、中央と

地方の組織の役割分担を図っていくことが求め

られよう。しかし、死亡事例は減少傾向にはなく、

検証事例の発見も十分とはいえない。そのような

中で、重要となるのは、各地域における検証制度

が充実することである。地方公共団体における検

証機関の設置は、第 10 次報告の時点で、ようやく

100％に達した。しかし、検証状況をみると、行政

機関内部の検証は、心中以外の死亡事例で 41.7％、

心中事例で 18.5％と実施率は、まだ低く、重症事

例に至っては、実施されていないというのが現状

である（第 11 次報告）。また、第三者による検証

は、心中以外の死亡事例で 27.8％、心中事例で

18.5％とさらに実施率が低い。ただし、重症事例

については、1 件実施中のものがあった。 

事例検証は、事態の把握や原因の究明だけでな

く、検証それ自体が、現場へのフィードバック効

果が期待される。その意味でも、各地域における

検証の実施率の向上や検証内容の充実を図るこ

とは重要といえよう。 


